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Inresentyears，thefarmingpopulationofruralcommunitieshasbeendecliningandtheaged

populationisincreasing・But，thehealthandwelfareservicesforｔｈｅａｇｅｄａｒｅｖｅｒｙｐｏｏｒ・Agedfar-

mersgiveupfarming,thenfarmsdeteriorate・Theseimprovementofruralcommunitiesisasignificant

agrarianproblem・

Ｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｒｅｓｅａｒｃｈｉｓｔｏｄｅterminethemethodandtheeffectofaplanorarrangement

withthetrustａｎｄｔｈｅａｇｅｄｆａｒｍｅｒ，ｓｆａｒｍ､Underthetrustbusiness，ｔｈｅｇａｉｎｓｃａｎｂｅｕｓｅｆｕｌｔｏｔｈｅｐａｙ

ｏｆｔhehealthandwelfaresystemfortheage｡、And，wecanpreventthefarmdeteriorationandsolve

theagrarianproblem・

Weinvestigatedtheownershipoffarmerland，farmproductionandfarmproductsaｔｓｏｍｅａｇｅｄ

ｒｕｒａｌｃｏｍｍｕｎｉｔｙｉｎｔｈｅＫａgoshimadistrict・Theresultsofourinvestgation，showedthatthefactors

affectingthetrustbusinessareasfollows：

１．Ｉｎｍａｎｙｃａｓｅ，ｔｈｅｆａｒｍｌａｂｏｒｅｒｈａｓｎｏｔｔｈｅownershipofthefarmwhichhekeeps、

２．Ｔｈｅｆａｒｍｉｓｋｅｐｔｔｏａｖｅｒｙｓｍａｌｌａｒｅａ、

３．Betweenthedevelopmentpolicyandthetrustpolicyforfarmland，therelationisunbalanced、

４．Ｔｈｅｇａｉｎｓｏｆｔｈｅｔｒｕｓｔｂｕｓｉｎｅｓｓａｒｅｃheaperthantheinterestofthebank・

Ｆｏｒｔｈｅａｇｅｄｆａｒｍｅｒｔｏｍａｋｅｇｏｏｄｕｓｅｏfthetrustbusiness，wemustestablishafundwhichpre-

ventsthefarmfallingintodisuseanｄｒｉｓｅｔｈｅｔｒｕｓｔｆｅｅ．

１．研究の目的

わが国の農村では，若年層の都市流出に伴い，過疎

化が進行し，高齢人口率が高くなってきた。すなわち，

現在の農村では，日本社会全体の高齢化を先どりする

形で高齢化が進行している。例えば，昭和64年（1989

年）１月現在の農家人口（農家の総世帯員数）は，

1897万５千人であるが農家人口に占める65歳以上の高

齢者（高齢人口）の割合は，前年を0.7ポイント上回

る１９．２％で，日本の総人口に占める老年人口（総務庁

統計局「昭和63年（1988年）１０月１日現在推計人口｣）

の割合の11.2％を8.0ポイント上回っている。

この結果，後継者不在の農家が多く，自ずと農業従

事者の高齢化が進み，農業生産条件の劣悪な地域を中

心に，耕作放棄による農地荒廃面積の増大が進んでい

る。

一方，生活面では，要養護老人の独居，または，老

夫婦のみ世帯の増加等，医療福祉サービスのニーズも

増えているが，これらの地域の医療福祉サービスは，

量・質ともに整備がおくれている。この理由は，①医

療福祉サービス需要量の集積が少ないため，必要な施

設やサービスのストックを確保しても効率が悪い。ま

た疎住地であるため，サービスの移動効率が悪い。こ

のため経営収支バランスがとれず，民間のサービスが

期待できない｡②自治体も財政逼迫で,施設整備やサー

ビスの費用を十分に確保できない。③農家の人々は，

都市のサラリーマンに比べて，老齢年金等を含めた老

後生活資金の蓄えが少ないため，高価なサービスは享

受できない，等である。
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以上を解決するには，収支を考えずに国政レベルで

サービスを行うのが第一である。これが不可能であれ

ば,農村で可能な方策を見つけ出すしかない。しかし，

農村にある財産は農地だけであり,価格の高低は別に，

この農地を活かすしか方法は無い。

本研究は，後継者が居ず営農継続が不可能な農家が

所有する農地に，個別的な小作制度ではなく，第三セ

クターによる土地信託制度を導入し，受益金を高齢者

の医療福祉サービス費に活用するとともに，耕地放棄

に伴う農地荒廃に歯止めを掛け，農地流動化の促進と

中核経営者の規模拡大を進展させる方策を見い出そう

とするものである。

このように，土地信託による受益金を高齢者の医療

福祉サービスに当てようとする考え方は，武蔵野市や

世田谷区太子堂の方式に似ているが，両方式とも地価

の高い大都市での試みであり，土地信託のみで高齢者

の医療福祉サービス費の大部分を捻出できるという特

徴がある。ところが，本研究で対象とする農村の農地

は，農地法による諸制限のみならず，売買価格や貸付

け価格が非常に低いというハンディキャップを抱えて

いる。このため大都市的発想の下で，各個人が農地の

信託受益金のみで全ての医療福祉サービス費を生み出

すためには，数十ｈａの農地を所有していない限り不

可能である。

しかしながら，行政を交えた第三セクター等で農地

信託を引受け，地域全体の整備に結び付ければ①信託

収益を上げることができる②農地の流動化・集約化を

図ることができる③個人的な土地売買に伴うスプロー

ル的な乱開発を防ぐことができる。

特に農地の流動化・集約化を目的とした土地の信託

は，農地の有効利用と基盤整備費の節減効果を生むた

め，節減費は信託収益とあわせて，政策的に，高齢者

の医療福祉サービス費用に充当することが可能であ

り，現在農村が抱えている土地問題と高齢者問題を，

同時に解決できる可能性をはらむものである。しかし，

農地の信託促進は，農地法を前提としてきた，今まで

の土地利用計画策定の基本理念を左右するものであ

り，十分な検討が必要である。

2．研究の方法

研究に当たっては，以下のような方法で調査分折を

進めた。

①農村住民の医療福祉サービス要求に対するアンケー

ト調査。

九州有数の農村地帯である福岡県筑後地方と鹿児

島県の国分市を対象に福祉医療サービス要求調査の

アンケートを1400票（回収結果）行った。

②統計資料分析による鹿児島県下各市町村の類型化と

現地調査地区の選定。

高齢化人口率，独居老人率，高齢者夫婦世帯率等

の人口高齢化指標と農地転用率，農地改廃率，耕地

面積率等の農地状況指標をもとに各市町村を３つに

類型化するとともに，都市化の状況，地形などで５

つに類型化し，この組み合わせで，農村の特徴を区

分し，調査対象地を選定した。

③鹿児島県下５町におけるヒアリング調査。

高齢化の典型５町において，後継者不在で世帯主

６５才以上の農家を抽出し，耕作農地の住所，所有関

係，作物，農業・農業外収入，将来の農地利用方法，

医療福祉サービスへの要望等135世帯でヒアリング

を行った。

④土地利用計画の策定と信託収益モデルの構築。

上記５町のうち３町を選定し，フイジカルな土地

利用計画を策定した。さらにこの地図上に農地をプ

ロットし，具体的な事例として実際の農家が土地信

託で得ることのできる収益を算定した。

⑤①～④の結果を分析し，農地を信託する際に，障害

となっている問題点を抽出し，解決に対する提言を

行った。

３．医療福祉へのサービス要求と支出の目安

３－１．調査分析の方法

高齢化，過疎化の進む農村地域においては，医療福

祉施設やサービスへの住民の要求さえ明らかではな

い。生活環境の異なる大都市部の都市型医療福祉サー

ビス体系を，資本の流通量が少なくまだ地域のコミュ

ニティが維持されている農村地域に適用することは不

適切である。そこで，農村地帯におけるアンケート調

査を分析することにより，住民の老後の生活の考え方

や医療福祉サービスへの要求を明らかにした。なお，

大都市との比較では既存のデータ（注－１）を活用さ

せて頂いた。アンケート調査の対象地域や期日，配布

表－１アンケート調査の概要
配布回収回収

方法方法締切

筑後地方４０壷～郵送郵送１０／５１１ﾉ７１９８９１０８７５４７
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最も多く，以下｢子供夫婦の世話になる｣，「施設・サー

ビスを利用する」の順である。しかし「配偶者による

世話が期待できなくなった場合」には「子供夫婦の世

話になる」（農村53.9％都市71.5％）や「施設・サー

ビスを利用する」（農村28.5％都市17.9％）が増加す

るとともに，農村ほど子供依存が少なく施設依存が強

くなる傾向にある。（図－２）

【医療福祉サービス】の知識は｢老人ホーム」や「ホー

ムヘルパー事業｣，「入浴サービス」について高い。一

方「中間施設」や「デイサービス｣，「ショートスティ

事業｣などの比較的新しい施設やサービスについては，

都市住民に較べて低い知識しかない。

【在宅サービスｌへの要求は「給食サービス」が最も

多く，次いで「訪問看護の医療サービス｣，「入浴サー

ビス｣,「掃除・洗濯｣の順であり，必要最小限度のサー

ビスが上位にあげられている。

【施設サービスへの要求】は「24時間体制の介護」や

及び回収方法，回収率等に関しては，表－１に記す。

３－２．分析の結果

１）サービス要求

【老後を感じる契機】は，農村も大都市も「体の自由

がきかなくなったとき」が最も多く，約４割弱を占め

る。次いで「年金で生活を支えるようになったとき」

（農村26.7％都市20.1％),｢仕事や家事をやめたとき」

（農村20.5％都市30.9％）となり農村住民と大都市住

民では，収入源や労働従事状況で老後に対する意識が

異なる。（図－１）

【老後の生活観】は「仕事を続けたい｣，「社会に参加

したい｣，「他人と付き合いたい」と大都市周辺と同じ

ような傾向にあるが，全体的に農村住民では積極的な

活動に対する意見の顕在率は低い。

【現在の住まい】は，持家率（農村91.0％都市77.5％）

が非常に高く，そのうちの約９割は「現在の住まい」

がすなわち「老後の住まい」と考えている。

【老後の住まい方】について，「夫婦２人共に健在で

ある場合」は，農村・大都市部とも似た傾向を示し，

約６割が「夫婦２人で暮す」（58.0％）と答え，次い

で「子供夫婦と同居する」（27.1％）となる。

夫婦のみまたは独居になっても「施設入居」の希望

者は少ない。しかし，農村は都市部に比べて老後施設

入居やむなしと考える人が多い結果となっている。

【施設に入居】せざるを得ない場合「公的施設」

（43.0％)，「民間の施設」（17.3％)，「老人病院」

（10.0％）の順であるが，「利用したくない」（22.1％）

が多い。

【施設の立地条件】については「自然環境のよい郊外」

で「現在住んでいる地域」という要求が高い。

【身体が弱ってケア】を必要とするときは，農村・都

市部ともに「配偶者に世話してもらう」という答えが

農村地域・地方都市
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「看護婦の常駐｣，「医師の常駐」の順にあげられ，施

設内での完全看護・介護体制が強く望まれている。

【生きがい対策】のひとつとして「カルチャースクー

ル」についてどのような講座を望んでいるか聞いてみ

た｡これに施設内の室名・設備名を対応させてみると，

多目的な教室やアトリエ・調理室の要求が高い。

２）支出の目安

【老後の生活費】老後の生活資金を「準備している」

人は５割であるが，そのうち約４割が｢不安を感じる」

と答えている｡更にどの程度必要かという問いには「１

千万円以上２千万円未満」（25.0％）「２千万円以上３

千万円未満｣(24.3％)が合わせて約５割に達している。

都市部では，「３千万円以上５千万円未満」（25.4％）

「５千万円以上１億円未満」（23.2％）であり，その

差はかなり大きい。（図－３）

【有料老人ホーム】の入居金（権利金）では，「１千

万円未満」（53.3％）が最も多い。食費を除いた管理

費は「３万円以上５万円未満」（36.5％）「３万円未満」

（22.3％）が合わせて約５割に達している。この回答

でも，現在の有料老人ホームの管理費である８万円～

10万円から見るとかなり低い額である。

【在宅サービス】に対して一人一ケ月当り支出できる

金額は「３万円以上５万円未満」（28.6％）「１万円以

上３万円未満」（26.4％）が多い。しかしこれは，希

望するサービスと連動する回答ではない。ちなみに，

武蔵野市福祉公社で土地信託による福祉サービスを受

けているひとの，昭和59年度月平均支出額は14万692

円である（注２）。

【ショートステイ】では，一泊当り「３千円以上５千

円未満」（37.9％）の回答が最も多く，「１万円以上」

（5.4％）と答えた人はごく僅かである。

【カルチャー教室】等は，生きがい対策として，各地

で盛んであるが，一ケ月当りの支出妥当額は「３千円

以上５千円未満」（34.6％）「５千円以上１万円未満」

（28.6％）「３千円未満」（20.5％）と都市に比べると

低額の側にシフトしている。

３－３．まとめ

アンケート調査の分析の結果，農村住民の医療福祉

サービスへの要求は，都市的要求に近い傾向にある。

しかしながら,現在の生活環境や老後の生活の考え方，

また医療福祉サービスに対する知識は，都市部の住民

と若干の差がみられ，農村ほど子供依存の考えが少な

い。また支出の目安は，都市部で行われたアンケート

結果や，実際に民間で行われている福祉サービス料金

等と比較すると，全体的に低い値を示している。農村

では,日常生活費に現金を支出する割合が少ないため，

医療福祉サービス費への対価も低いものを想定しがち

である。医療福祉サービスを一定のシステムに乗せる

場合，この様な低額では稼働できないため，なんらか

の方策を考える必要があることは論をまたない。

４．高齢農家の生活と営農の実態

４－１．調査分析の方法

調査は，鹿児島県下各市町村類型化の結果典型例と

思われる５ケ町で実施した。対象は原則として世帯主

が65歳以上で，農業後継者の不在な農家世帯である。

調査は直接自宅を訪問し，調査員による聴き取り方式

で行った。調査期間・調査内容・町の選択理由は表一

２を参照。なお，収入・生活費と農業に関する質問は

個人ではなく世帯を対象に行った。調査対象者の年齢

分布は表－３に示す。

４－２．分析の結果

ｌ）生活の実態

【農業外収入】年金・恩給・共済等・各種保険・賃

金収入・不動産収入・仕送り等・小作料を合計したも

のを農業外収入とした。約半数は年額120万円以下の

表－２訪問調査の概要

表－３調査対象者の年齢分布
（単位：名）

年齢

～６４歳

６５歳～６９歳

７０歳～７４歳

７５歳～７９歳

８０歳～８４歳

８５歳～

不明
ノ典

‘ｉｌ【１ 再潅三



a一人で生活するc 施 設 に 入 る a そ の 他

b子供と生活する｡無 回 呑

図－４老後の住まい方（一人になったとき）

（ha）

Ｏ～０．２

０．２～０．，１

０．４～0.6

０‘６～０．８

０．８～１．０

１．０～1.2

１．２～１．４

１.イー1.6

1.6～１．８

１．８～2．０

２．０～

収入である。年額240万円を越す層は大半が，以前サ

ラリーマン生活をしていた人たちである。

【農業収入】農業による収入を算定するために，統計

資料（注３）より，作物の単位収量あたりの販売価格

と単位面積あたりの平均収量を求め，それを基に世帯

ごとの収入を出した。しかしこの場合，販売価格には

肥料代・設備費などが含まれ，農業者の純収入より高

い値になっているので，０．６を乗じたものを農業収入

とした。結果は，年間60万円未満が65.9％にも達する。

【生活費】農業外収入と農業収入の合計を老後の生活

費とした。最も多いのは年額「180万円以上240万円未

満」であるが，「120万円未満」も25.1％にもなる。

【年金依存度】生活費のなかで，年金・恩給・共済等

の年収は，７０～80万円が最多の22.2％を占めるが，こ

の値以下が70.3％に上り，高齢になるまで営農や賃労

働を続けざるを得ないことが判る。

２）老後の生き方

【老後の住まい場所】「今後も現在地に住み続ける予

定ですか」という質問では，約９割が，現在の家に住

み続けると答えている。

【配偶者に先立たれた場合】配偶者に先立たれた場合

は「一人で暮らす」（男60.0％女49.2％）という回答

が多いが，女性はまだ決めかねている例が三分の一も

ある。（図－４）

【ケアの介護者】病気や体が弱って，誰かにケアをし

てもらう必要が生じた場合男性の49.7％は妻に依存し

たいとしているが，女性は34.1％しか夫に頼もうとは

考えていない。ただその分だけ女性は介護者を決めか

ねていてその割合は45.9％にも達する。（図－５）

【配偶者が介護できない場合】との質問には，過半数

が回答できないでいる（男54.8％女67.4％)。その他

の回答では仕方なく「子供の所へ移住する」が最も多

い（男17.0％女14.1％)。次いで「子供以外の者を呼

び寄せて世話をしてもらう」回答が多い（男11.1％女

8.2％)。（図－６）

３）営農の実態

【営農規模】一戸当りの農地所有面積は，0.4～0.6

ｈａと0.6～0.8ｈａにピークがあり，全体的に規模が小

さいことが判る。（図－７）

【農地の登記状況】農地の固定資産税が低く，書類の

チェックも暖味なため，所有権移転登記がかならずし
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もスムーズに行われていない。これが農地の流動化い

わゆる貸借が進みにくい原因にもなっている。農地は

全て現実の所有者名義に登記済みという農家は，全体

の４割しかなく，他の６割は何等かの形で耕作世帯主

または配偶者以外，すなわちほとんど先祖名義のまま

で残っている。実際の農地の90％以上が未登記という

農家も22.2％の高率で存在する。（図－８）

【小作面積率】農地を借り受けて耕作している農家

（50％以上の農地を借り受けている例は３％）は，ご

く僅かしかなく，年齢の差による傾向も認められない。

（図－９）

【貸付け面積率】農地を貸し付けている農家も少ない。

ただし小作面積率より貸し付け率の方がやや高い傾向

（50％以上の農地を貸し付けている例は23.7％）を示

し，すべての農地を貸し付けている農家も6.7％存在

する。（図-10）

【荒廃面積率】農地の貸借が思った以上進んでいない

現状で，耕作放棄の農地が多いという実態も見受けら

れない。５０％以上の農地を荒廃にまかせている農家は

3.7％しかない。しかし，荒廃させていない農地は必

ずしも集約的に利用しているわけではなく，自分の耕

作能力に合わせて利用しているのが現実である。（図

-11）

【農地の処分方法】将来,営農が不可能になった場合，

現在の農地をどのように処分あるいは活用をするかと

の質問では「移譲する」が４割を越える。しかし，こ

れは積極的に他人に移譲したいというのではなく，い

ずれ子供に移譲したいという回答が大半である。農業

後継者がいないにもかかわらず，「移譲したい」とい

う回答が多いのは，将来子供が帰村するのでは？とい
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う期待も込められている。「貸し付ける」との回答は

26.7％であるが，現在50％以上の農地を貸し付けてい

る例と似た比率を示している。一方，不明や無回答率

が23％にも上り，将来の構想が明確になっていない例

が多い。（図-12）

５．農地信託の意義と可能性

５－１．農地信託制度の概念

農地信託制度を活用した高齢化農村の医療福祉サー

ビス体系の概念として以下のような流れが考えられる

（図-13)。すなわち営農継続が不可能となった農家

は農地を受託機関に信託し，受託機関は信託された農

地の運用方法を検討し，農地として，あるいは転用し

て非農地として貸付ける。農地として貸付けられた場

合は，その小作料が収益として得られる。非農地とし

て貸付けられた場合は，公営住宅用地や公共施設用地

としての運用が考えられ，その賃貸による収益が得ら

れる。これらの収益によって，高齢者は在宅サービス

や施設サービスの料金を払うことができ，また収益の

一部は地域ケア施設の充実に当てられる。

３－３．まとめ

本調査対象の農家は，都市部に比較すると，収入も

支出も全て少ない中で生計を維持している。しかし，

今後医療福祉サービスを充実させるとなると，このた

めの支出が増大し,収支バランスが壊れる恐れにある。

後継者不在の農家の高齢者は，老後子供に依存しよ

うと考える人は少なく，できる限り現在の土地で余生

を過ごそうとしている。このためなら，子供以外の者

を当地へ呼び寄せて世話をしてもらうという回答者も

いる。

現状では，農地の貸借はそれほど進んでいない。一

方，耕作放棄の結果荒廃している農地を見られ，所有

している農地が，必ずしも集約的かつ有効に利用され

ているとはいえない。

営農が不可能になった際，農地は委譲したいという

意見が多いが，後継者がいない状態では，耕作者不在

の農地が増加することを意味している。積極的に「貸

し付ける」意見が少ないのは，農家の土地所有への固

執や，登記移転等の事務手続きの煩わしさが原因して

いるものと考えられる。

５－２．農政の変化と農地信託の可能性

戦後制定された農地法は，「農地はその耕作者みず

からが所有することを最も適当であると認めて…」と

規定している。この農地法は，自作農主義，耕作者擁

護,転用規制の３つの原則に基づいて構成きれており，

この頃は，工業化・都市化の基礎条件を整えるための

土地政策と本来の農地政策とはそれぞれ独立に展開さ

れていて，両者はまだ競合していなかった。

ところが1950年代後半から経済は急テンポで成長

し，工業化のための土地政策と農地政策との間におい

てさらには農業の内部において，矛盾が発生し，農地

賃貸↓

一
一
一

信託農地耕作者 小作料

･農地として貸付･農地として貸付

高齢者農家世帯

受託機関廠毒
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宅サービス

賃貸による収益

地域

･非農地として貸付

宅地 公営住宅

在宅サービス

裁麓設登芸.ど熊；

地域ケア施設

公共施設用地 地域活性化拠点

図－１３農地信託制度の概念



６－２．土地利用計画の前提

町の土地利用の現況，農振法による農業振興地域整

備計画，農業生産基盤整備の現状及び計画，地形図等

を基に以下のような基準で土地利用計画図を作成し

た。

農振法による農用地区域と農振白地のうちある程度

まとまり有効利用が出来そうな地域を農用地とし，住

居がある程度集まっている地域は住宅地に，長期的な

工場立地計画のある地域は工場用地に当てた。公共施

設用地・道路は町の農村総合整備計画に従った。

１８６

表－４収益試算のための価格表

法の原則を切り崩し始めた。工業と農業の格差が目立

つようになり，1961年に制定された農業基本法は，こ

の格差をなくするため，自作地の流動化による農地規

模拡大を打ち出した。

自作農主義に固執すれば,大型営農は実現できない。

力国といって戦後の民主改革の一環である自作農主義を

否定するわけにもいかない。打開策として，政府は農

地法の精神を生かしながら，耕地の効率的利用に向け

ていくつかの改革を行なった。

1980年には農用地利用増進法の制定，農地法と農業

委員会等に関する法律の一部改正の，いわゆる農地関

連３法の成立によって，構造政策の重点は借地を通じ

ての中核農家の規模拡大の方向に指向された。しかし，

1981年11月に出された農政審議会報告「２１世紀に向け

ての農政の基本方向」において，構造政策が，農政の

最優先課題として位置づけられていることを裏返せ

ば，基本法制定以降，さまざまな構造改善の取組みに

もかかわらず，流動化を前提とした土地利用型農業へ

の構造改善が，期待通りに進まなかったことを示唆し

ている。

農地の貸借を念頭にした農政の方向転換や，農地信

託の利点は認められるものの，現実的には阻害要因が

数多く存在する。まず，現在のように土地所有権が細

分化されている状況で，今までのような考え方による

農地流動化では，経営規模を拡大できる地理的範囲は

一定の地域内に限定されることである。具体的な問題

としては，圃場の分散化によって生じる移動距離の増

大と移動コストの問題，圃場の整備，圃場を結ぶルー

トの整備など，規模拡大に伴って発生するコスト増加

の問題などがあげられる。

実現化を阻害する制約要因としては，土地利用規制

などの法的な要因，農民の意識などの社会的な要因な

どがあげられる。すなわち農地を農地として利用する

場合，用途区分に即した土地利用の促進をねらいとす

る，「農振法」による線引き（ゾーニング）規制であ

る農振制度の制限，農地を宅地や公共の施設などの，

非農地として活用しようとすると，「農地法」を基本

とする農地転用許可制度や都市的土地利用との調整を

はかる「都市計画法」との関連なども問題となってく

ることが考えられる。また，農地をいったん貸し出せ

ばなかなか返してくれない，あるいは返してもらおう

とすれば一部の資産を失うことになりはしないかとい

う農民の意識等，土地に対する農民の思惑という社会

的な要因の問題も考えられる。

6．農地信託の収益モデル

６－１．調査分析の方法

ここでは，前章で聞き取り調査を行った鹿児島県下

五町の中から，農家の所有する農地の位置を地図へプ

ロットできた三町（薩摩町，日吉町，松元町）におい

て，町の土地利用計画を作成し，その計画に従い土地

運用による収益試算を行い，農地信託制度における収

益モデルを作成した。

０
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員地の売買価格については全国農業会議所が行って

いる田姻売寅価格等に関する調査の価格を用いた．

＄但し工栗用地の価格については記戦されていないた

め公共施設用地の価格に準じた．

屋地の貸付価格については町の擦準小作料を用いた．

、。屋地の転用貸付価格については田の農地売買価格

と標準小作料の割合から設定した．

標準小作料 農地転用貸付価格軍事

地
目

等
級 価格

地
目 転用目的 価格

区
域
区
分
な
し

田

上

中

下

22.000(a）

１７，０００<b）

８．０００(c）

侭

上

中

下

１０，０００(。）

６，０００(e）

なし

価格は１０アー砧当たり

単位円

田

畑

住宅

工業用地

道路

公共施設用地

住宅

工業用地

道路

公共施設用地

53,400（i）

２１，０００(j）

２１，０００(Ｋ）

2１．０００（１）

５３，４００(､）

１６，４００(､）

１６，４００(o）

１６，４００(P）

屋地売頁価格 屡地転用売買価格

地
目

等
級 価格

地
目 転用目的 価格

農
撮
農
用
地
区
域

区
域
外

田

畑

田

畑

上

中

下

上

中

下

中

中

１．３００．０００(A）

860.000(B）

５２０．０００(C）

800,000の）

500.000(E）

300.000(F）

300.000(G）

２００．０００(H）

田

畑

住宅

工業用地

道路

公共施設用地

住宅

工業用地

道路

公共施設用地

3,030,300（１）

１，２１２，１２０(J）＊

１，２１２，１２０(K）

１，２１２，１２０《L）

3.030.300(M）

948,480<N)＊

948,480(O）

948,480(P）
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優良農地については，農振法による農用地区域設定

によって保全を期することが出来るものの，集落介在

農地や農振白地農地については，その利用について何

等方向‘性を示すことが出来ず，スプロール等を招いて

いる。このため，非農用地を含めた将来の土地利用計

画を策定し,暖昧な土地利用が許される部分を減らし，

土地利用の秩序化を図っていくことが重要である。

６－３．農地の収益試算

耕作放棄後の信託農地の収益試算を行うに当たっ

て，全国農業会議所が毎年行っている田畑売買価格等

に関する調査と町の標準小作料で運用後の価格を設定

した。農地以外に転用して貸し付ける場合，基準価格

が判らないため，売買価格・小作料から推定した（表

－４）。

高齢者農家世帯の所有する農地を一筆ごとに土地利

用計画図にプロットし，農地は作成した土地利用計画

に沿って利用されるものとし，貸付け及び売買の場合

に分け，農地の地目，現在の状況等から価格表の価格

を選び，農地の面積と価格を掛合わせた合計を収益と

した。

６－４．モデルケース（薩摩町の場合）

ここではモデルケースとして示す薩摩町は鹿児島県

の北部山間部に位置し，人口5507人，６５歳以上の老齢

人口1391人（平成元年４月１日現在)，老齢人口率

25.3％の高齢地域である｡町の主な産業は農業であり，

稲作を中心とした複合農家が多く，肉用牛の飼育が副

業として盛んである。町の総面積は81.04knfで，その

内訳は，山林原野64.2％，農用地14.0％，宅地１．４％，

その他20.4％ある。農用地のうち田が747ヘクタール

で71％をしめ，畑203ヘクタール，樹園地99ヘクター

ルとなっている。畑は３分の１が飼料作物栽培に利用

され，次いで葉たばこ，芋類，野菜の順であり，樹園

地は桑園，花園，みかん園等に利用されている。農家

一戸当りの経営面積は９１ａで県平均の７０ａを上回って

いる。なお，薩摩町では都市計画における区域指定(線

引き）は行われていない。

【事例１】

事例１の農家は約ｌｌＯａの農地を所有し，うち農振

農用地区域に整備された田を約９０ａ所有している。こ

のような条件の良いところでは，耕作放棄後もすぐに

借り手を見つけることができ，信託制度導入の可能性

の高いところだと言える。

この農家の農地全てを貸付ける場合，年間に，

（9019㎡×ａ＋1375㎡×ｅ＋112㎡×ｄ＋512㎡×ｐ）

÷1000＝216,190(円／年)｡全て売買の場合は,(9019ｍ

×Ａ＋1375㎡×Ｅ＋112㎡×Ｄ＋512㎡×Ｐ）÷lOOO＝

12,987,400（円）の収益となる。信託益は売買益の

1.67％に当たる。

【事例２】

この農家は，永野地区の中心集落である丁町の周辺

に14筆約80ａの農地を所有している。丁町は県道沿い

に発達した商業的性格を持った戸数47戸，農家率15％

の集落である。

この農家の貸付けの場合，年間に，（406㎡×。＋

415㎡×ｅ＋3035㎡×ｅ＋4204㎡×ａ）÷１０００＝

120,090（円／年)。売買の場合は，（406㎡×Ｇ＋415㎡

×Ｈ＋3035㎡×Ｈ＋424㎡×Ａ）÷1000＝6,277,000

（円）の収益となる。信託益は売買益の1.91％に当た

る。所有農地のうち農地番号①②③④⑤の集落介在農

地は貸付けずに，老人のため（生きがい）自家菜園等

の利用も考えられる。

また，全ての農地は宅地への転用も期待出来る。こ

の場合の試算は，貸付けの場合，年間に，（406㎡×ｉ

＋415㎡×ｍ＋3035㎡×ｅ＋4204㎡×ａ）÷1000＝

154,540（円／年)。売買の場合は，（406㎡×Ｉ＋415㎡

×Ｍ＋3035㎡×Ｈ＋4204㎡×Ａ）÷1000＝8,560,060

（円)の収益となる｡信託益は売買益の1.8％に当たる。

６－５．まとめ

以上の結果,耕作放棄後の農地の収益試算を行うと，

農家の所有する農地の位置，状態，周辺の状況等によ

り収益が大きく左右されることが判る。いずれにして

も,信託収益は農地売却益に比べて比率が非常に低く，

1.67％～2.65％にしかならない。この値は預金金利に

比べてもかなり低いうえに，優良地ほどこの比率が低

くなることに問題があることが判った。

７．農地信託の問題点

７－１．土地利用の問題点

【信託農地の集約化】調査をおこなったような過疎農

村では，宅地等の非農地としての運用はあまり期待出

来ず，農地としての運用が主となるであろう。この場

合，現状では生産性が低いため，今後信託される農地

が大規模経営に乗り，より収益が上がるように，農地

の集約化が必要になる。

薩摩町において農地（一筆ごと）とその所有者の自
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宅との距離を調べてみると大抵の農地は自宅から

900ｍ以内に存在している。これは，信託農地集約化

は集落内で可能性があることを示している。

【信託農地の耕作者】構造政策では中核的担い手農家

に農地を集約し，経営規模拡大を推進しているが，耕

作放棄が進むような過疎農村では，中核的担い手をな

かなか見い出し得ないのが実態である。このためにこ

そ，個人が農地を借り受けて耕作するのではなく，営

農公社等の機関を設立して，耕作者の組織化を図るべ

きである。

７－２．収益の問題点

農地信託の場合の収益試算において，信託収益の売

却収益に対する割合が低いことを指摘したが，信託収

益が低いのは試算に用いた小作料の値段が安いからで

あろうか｡現在の小作料は粗収益から生産費を控除し，

かつ耕作者に一定の経営者報酬を付与した残余とする

ことを原則として以下のような算定式で示される。

小作料＝粗収益一（物財費十雇用労働費十家族

労働費十資本利子十公租公課）－経営者報酬

薩摩町の上田１０ａ当りの米の標準小作料２万2000円

の場合をみてみると，粗収益は米480k9とその他の収

益で合計16万646円，生産費は家族労働費３万4620円

を含む13万2496円，その差が２万8150円である。この

うち２万2000円が小作料とされている現状からする

と，小作料そのものが安いということは言いがたい。

すなわち，農村の地価や小作料は土地の生産性に比

例している結果，非常に安く見え，都市並みのサービ

ス購入費に見合っていないのが現状である。逆に言え

ば，大都市の土地価格が正常ではないことの証拠でも

ある。しかし，農地を放棄することは政策的にも問題

が大きい。このため，公的な機関への土地信託，また

は譲渡の場合に限定し，何等かの方策を考える必要が

あろう。

７－３．まとめ

調査分析の結果，①農地所有の名義変換や合筆が進

んでおらず，信託前の手続きが大変である。②現状で

は，農地貸付け価格が安く銀行金利にも及ばない。③

基盤整備と農地流動化政策に整合性がない。④農地の

貸付け・売買価格体系に統一性がない。など，農地に

信託制度導入を阻害する要因が明らかになった。

８．考察

ヒアリングの結果，後継者のいない高齢農家では，

老後一人きりになっても，現住地で自分一人で生活す

るという回答が多く，男性60％，女性50％にも達する。

さらに一人きりになって介護が必要となった場合，子

供の家庭に移り住み介護を受けるとするもの約15％，

子供以外（親族等）を現在地に呼んだうえで介護を受

けるとするものが１０％に達する。

一方，耕作不可能になった場合，農地を売却したい

とする人の割合は，３．７％にしか過ぎない。反面，移

譲希望者は43.7％，貸付け（信託を含む）希望者は

26.7％に達する。移譲希望者の割合は高率であるが，

彼等には，後継者が居ないのが現状である。子ども達

は，親と離れて生活を営んでいる場合が多く，親と同

居していても全く営農に携わっていない。このため，

現在の耕作地が農地として耕作継続される保障は全く

ない。

このため,所有地を耕地として永続させるためには，

営農者が耕作不可能になった場合，農地を信託制度に

乗せ，耕地として活用し，所有者が死亡したら所有権

のみ子どもに譲渡し，信託を継続するのが最も効果な

方策だと考えられる。

しかし，現状調査の結果，農地所有者の名義変換や

合筆が進んでいない｡現在の農地法や基盤整備事業は，

農地の信託や貸付けを念頭においた，農地流動化政策

と整合性を持った形では進められていない。現在の農

地では，貸付け価格と売買価格の間に統一性がない。

このうえ，生産性が低い現在，農地貸付け価格（特に

小作料）が安く，銀行金利より大幅に下回っている。

など信託制度を進めてゆく上で，多くの阻害要因を抱

えている。

今後の具体的施策としては，農地の流動化と集約化

を見通した，総合的土地利用計画を策定し実行する，

基盤整備費の一部を農地荒廃防止・流動化促進基金と

して活用し，優良農地の信託を後押しする等の検討が

必要である。
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